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１ はじめに 

 仕事柄、契約書など多くの⽂書を⽬にします。 
また、⾃分でも契約書などの⽂書を作成すること
もあります。その際、今でも、「及び」と「並び
に」、「⼜は」と「若しくは」で迷うことがあり
ます。実は、これらの⾔葉には厳格な決まりがあ
り、⾔葉を間違えると、全く違った意味になって
しまいます。今回は、契約書などで使われる「及
び」と「並びに」、「⼜は」と「若しくは」の違
いを中⼼に説明します。 
 

２ 「及び」と「並びに」  

 物事を２つ以上並べ、「どちらも」といった意
味にするときは、「及び」を使⽤します。⼀⽅、
「並びに」は、単独で使⽤することはせず、並べ
る物事に段階がある場合に使⽤します。 
 以上のルールから、以下のように整理できます。 

① まずＡという物事とＢという物事の２つ
を単純に並べ、どちらもといった意味にす
るときは、 

  「Ａ及びＢ」 
とします。 
「並びに」は使いません。 

② Ａ、Ｂ、Ｃという物事を３つ以上、単純に
並べるときは、 

  「Ａ、Ｂ及びＣ」   
と、最後の個所に「及び」を使⽤します。 

③ ＡとＢどちらもというひとつのグループ、
ＣとＤどちらもというもうひとつのグルー
プがあり、この２つのグループをどちらも
として並べるときは 

  「Ａ及びＢ並びにＣ及びＤ」 
とします。 

 

３ 「⼜は」と「若しくは」 
 物事を２つ以上並べ、「どちらか」といった意
味にするときは、「⼜は」を使います。⼀⽅、「若
しくは」は、単独で使⽤することはせず、並べる
物事に段階がある場合に使⽤します。 

① まずＡという物事とＢという物事の２つ
を単純に並べ、どちらかいった意味を表す
ときは、 

  「Ａ⼜はＢ」 
とします。 

② ＡとＢどちらかといったひとつのグルー
プ、ＣとＤどちらかといったもうひとつの
グループがあり、この２つのグループを並
べどちらかといった意味を表すときは 

  「Ａ若しくはＢ⼜はＣ若しくはＤ」 
とします。 
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③ では、「Ａ」、「Ｂ」、「ＡＢ両⽅」とい
う３つを表す場合は、どのようにしたらよ
いでしょうか。 

 実は、「⼜は」には、ＡかＢかという意味の他
に、ＡＢ両⽅という意味も含んでいます。ですの
で「Ａ⼜はＢ」といえば、「Ａ」、「Ｂ」、「Ａ
Ｂ両⽅」の３つを含んでいることになります。  
 
「或いは」といった⾔葉をたまに⽬にすることが
ありますが、「⼜は」、「若しくは」を使⽤する
ルールとなっていますので、「或いは」は通常使
⽤しません。 
 

４ 参考 

 例えば、「３乃⾄（ないし）６」という表現が
あったとします。この「乃⾄」は、「３」と「６」
を表しているのでしょうか。それとも、「３」、
「４」、「５」及び「６」を表しているのでしょ
うか。 
 結論を⾔うと、「３」、「４」、「５」及び「６」
のすべてを表しています。これは、法律⽤語とし
ての使い⽅ですが、実は、常⽤漢字としては、「ま
たは」と同じ意味もあります。そのため、現在の
法令において「乃⾄」を使わないようになりまし
たが、契約書ではたまに⾒かけることがあるので
注意が必要です。 
 

５ おわりに 

 以上のように、⾔葉には厳密な意味があります。
万が⼀、契約内容について契約当事者同⼠で争い
が起きた場合、契約書の⽂⾔から判断されます。
その際、実はこのように考えていたなどと⾔って
も、裁判所に聞き⼊れてもらえない可能性が⾼い
でしょう。 

 したがって、契約書は⾔葉の意味を正確に理解
し、作成されなければならないのです。  
 なお、この⽂章中では「、」を使っていますが、厳

密には、「，」を使うのが正しいそうです。 

 


